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議案第１９号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定による点検及び評価に係る報

告書の作成、議会への提出及び公表について 

 別紙のとおり報告書とし、市議会へ提出するとともに公表することについて、木更津市教育委

員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第５条第２号の規定により、

議決を求める。 

令和３年８月１０日提出 

木更津市教育委員会教育長  廣 部  昌 弘   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規定によ

り、令和２年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価を行い報告書を

作成したので、市議会への提出及び公表をすることについて、議決を得ようとするものである。 
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１ 点検・評価の趣旨 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、令和２年度の本市教育

委員会の権限に属する主な事務の管理及び執行状況について自ら点検及び評価を行い、その

結果を議会に報告するとともに公表することで、市民への説明責任を果たし、効果的な教育

行政を推進しようとするものであります。 

 

 

２ 点検・評価の報告 

本市教育委員会においては、次の２点について報告します。 

○ 教育委員会会議の令和２年の開催状況と審議事項等について 

    ○ 教育委員会において令和２年度 重点目標・施策として掲げた事項の結果・成果等に

ついて 

 

 

３ 教育委員会会議の開催状況等 

令和２年においては、定例会１１回、１月と９月に臨時会を開催しました。各会議での審

議事項等は次のとおりです。 

 

開 催 日 審 議 事 項 等 

1.14 議案、報告事項なし 

1.28 

（臨時） 

議案第 1 号 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費３月補正予算案）につい

て 

議案第 2 号 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費当初予算案）について 

議案第 3 号 

 木更津市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について 

2.12 報告第１号（専決第４号） 

 木更津市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令について 

3.24 議案第 4 号 

令和２年度重点目標・施策について 

議案第 5 号 

 木更津市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 6 号 

 木更津市学校給食の実施に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 7 号 

 木更津市社会教育指導員に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 8 号 

 木更津市外国語指導助手等の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の制

定について 

議案第 9 号 

 職務の級が６級以上の職員等の人事について 
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議案第 10号 

 木更津市立公民館長（会計年度任用職員）の任命について 

議案第 11号 

 木更津市郷土博物館金のすず館長（会計年度任用職員）の任命について 

報告第 2 号（専決第１号） 

 木更津市教育施設管理に関する規程の一部を改正する訓令の制定について 

報告第 3 号（臨時代理第１号） 

 校長及び教頭等の任命の内申について 

報告第 4 号（臨時代理第 2号） 

市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費３月補正予算案（追加分））

について 

4.21 議案第 12号 

 木更津市家庭教育指導員の設置に関する規則を廃止する規則の制定について 

議案第 13号 

 令和２年度教科用図書君津採択地区協議会規約の承認について 

議案第 14号 

 令和２年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について 

5.11 （新型コロナウイルス感染症により中止） 

6.23 議案第 15号 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 

議案第 16号 

 木更津市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

報告第 5 号（臨時代理第 3号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例案）について 

報告第 6 号（臨時代理第 4号） 

 木更津市就学支援委員会規則の一部を改正する規則の制定について 

報告第 7 号（臨時代理第 5号） 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 

報告第 8 号（臨時代理第 6号） 

 木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について 

報告第 9 号（臨時代理第 7号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費６月補正予算案）につい  

て 

7.21 議案第 17号 

 令和３年度に使用する教科用図書の採択について 

報告第 10号（臨時代理第 8 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費７月補正予算案）につい

て 
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8.11 議案第 18号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定による点検及び評価

に係る報告書の作成、議会への提出及び公表について 

9.8 

（臨時） 

議案第 19号 

 木更津市立小中学校適正規模及び適正配置実施計画について 

9.29 議案第 20号 

 木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について 

議案第 21号 

 令和２年度教育功労者の表彰について 

報告第 11号（臨時代理第 9 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費９月補正予算案）につい

て 

報告第 12号（臨時代理第 10 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（財産（物品）の取得）について 

10.20 議案第 22号 

 文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第 23号 

 木更津市指定文化財の指定について 

報告第 13号（臨時代理第 11 号） 

市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費１０月補正予算案）につ

いて 

11.10 議案第 24号 

 市議会の議決を要する事件の議案（木更津市立少年自然の家キャンプ場の指定

管理者の指定）について 

12.22 議案第 25号 

 木更津市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

報告第 14号（臨時代理第 12 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定）について 

報告第 15号（臨時代理第 13 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費１２月補正予算案）につ

いて 

 

 

４ 点検・評価 

   各施策の評価については、次のとおり４段階（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）としました。ただし、新

型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったため評価ができなかった施策は「－」

としました。 

 

    Ａ：目標どおり、または目標を上回る成果があった施策 

    Ｂ：概ね目標どおりの成果があった施策 

    Ｃ：成果は見られるものの、目標が一部未実施の施策 
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    Ｄ：目標が未実施、または成果が見られない施策 

    ―：新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったため評価できなかった施策 

 

＜Ⅰ＞ 子育て支援の充実 

女性の社会進出や就労形態による子育てニーズの変化に伴い、子どもたちの安心・安

全な居場所づくりの整備に取り組みます。 

 

～ 子育て支援の充実 ～ 

 

１ 子どもの居場所づくり 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

（１）放課後等

の子どもの居場

所づくり 

① 全ての子ども達が

安心・安全に過ごせる

居場所づくり（活動拠

点）のために、放課後

児童クラブ及び放課後

子供教室の事業につい

ての促進を目指すた

め、両事業の積極的な

連携を検討します。 

感染症感染拡大の影響

により、各小学校で活

動している放課後子供

教室を休止しました。

（公園で活動している

１教室のみを縮小して

実施） 

― 「新・放課後子ども総

合プラン」に基づく放

課後児童クラブと放課

後子ども教室事業との

連携について検討しま

す。 

（２）余裕教室

の活用促進 

① 各学校において余

裕教室の状況を調査し

た上で、より多くの児

童生徒に放課後の居場

所が提供できるよう、

余裕教室の活用促進に

取り組みます。 

感染症感染拡大を防止

するため、余裕教室を

普通教室や第２保健室

などとして利用するこ

とが可能であったた

め、放課後の居場所と

しての提供は行いませ

んでした。 

― 感染症の状況を見なが

ら、子どもたちの安

心・安全な活動の場と

して、学校の余裕教室

等を確保し、地域の住

民の参画による世代間

交流や様々な体験を通

じて子どもたちの育成

を図ります。 
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＜Ⅱ＞ 学校教育の充実 

家庭、地域社会、学校・行政によるトライアングル子育て運動を基本に、①学習習慣の形

成、②心の教育の推進、③健康・体育・安全指導の充実を柱とする「学校教育木更津プラン」

のもと、家庭・地域社会から信頼される魅力ある学校づくりをめざし、学校教育の充実のため

の施策を推進します。 

 

〜 学校教育の充実 〜 

 

１ 教育内容の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)確かな学力

の育成 

① 学習意欲を高める

授業づくりを推進する

ため、授業改善研究協

力員を指名し、授業改

善フェスティバルを開

催します。 

感染症拡大防止のため

授業改善フェスティバ

ルは中止とさせていた

だきました。 

― 感染症拡大防止の観点

から、授業改善フェス

ティバルについては、

名称や形式、実施の可

否を含め検討してまい

ります。 

 ② 学習に前向きな学

級づくりを推進するた

め、学級経営に係る教

職員研修を実施しま

す。 

感染症拡大防止のた

め夏季教職員研修は中

止とさせていただきま

した。 

― 感染防止対策をとりな

がら、可能な研修のあ

り方を検討の上、計画

していきたいと思いま

す。 

 ③ 家庭学習を定着さ

せるため、家庭教育啓

発資料を作成します。 

特に臨時休業中におい

ては、各学校から啓発

資料と併せてプリント

等の配付を積極的に行

いました。 

Ｂ 引き続き家庭学習の定

着を図るべく、家庭へ

の働きかけを継続しま

す。 

 ④ 算数・数学の基礎

基本の定着度を高め、

学習意欲を向上させる

ため、算数・数学検定

を年２回実施します。 

２月に算数・数学検定

を実施し 6,349 名が受

検しました。 

うち 4,558名に認定証

を交付、算数・数学の

学習意欲向上に努めま

した。 

Ｂ 今後も算数・数学の基

礎基本の定着を目標

に、問題の精選、広報

活動の充実を図りま

す。 

 ⑤ 社会のグローバル

化を見据えた対応とし

て、実用英語検定３級

程度以上の英語力を有

する中学３年生を育成

します。 

感染症の影響により、

特に 1回目の受検を見

合わせる生徒が多かっ

たため、受検率は

31.15％と、昨年度と

比較して 3.03ポイン

ト減少しました。 

Ｃ 本制度について、各学

校における周知を徹底

するとともに、外国語

教育を推進し、昨年度

以上の受検者数と合格

者数を目指します。 
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(2)心の教育の

推進 

① 児童生徒の心の教

育の充実を図るため、

心の教育推進協議会を

開催し、関係機関との

連携を深め、多方面か

ら同一歩調による心の

教育を推進します。 

昨年度は、規範意識調

査を集計した冊子と心

の教育推進ポスターを

配付することができま

したが、感染症の影響

により、会議と協議会

は開催できませんでし

た。 

Ｃ 今年度はオンラインを

含め、可能な限り会議

を実施し、協議会の開

催にも努めます。 

 ② 児童生徒の悩みや

不安に対応する教育相

談活動の充実を図るた

め、心の教室相談員を

配置します。 

１１人を１９校に配置

し、感染症の流行等で

不安を抱える児童生徒

の心のケアに努めまし

た。 

Ａ 人員の増員は予定して

いませんが、研修等に

より一人一人のスキル

アップを図り、教育相

談体制の一層の充実を

図ります。 

 ③ よりよく生きるた

めの基盤となる道徳性

を養うため、考え議論

する道徳を中心とした

授業の充実を推進しま

す。 

予定されていた研修は

中止となりましたが、

校内における授業研修

により、授業力のアッ

プを図りました。 

Ｃ 研修事業を充実し、新

学習指導要領に沿った

授業方法の実践を目指

します。 

 ④ 「木更津市いじめ

防止対策基本方針」に

則して、いじめの予防

といじめが起きた場合

の連絡体制づくりを柱

として、いじめのない

学校づくりを推進しま

す。 

感染症に係るいじめも

特に報告されておら

ず、いじめの予防、ま

たいじめが発生した場

合の迅速な対応が概ね

図れたものと認識して

います。 

Ｂ 今後もいじめの予防、

早期発見、早期対応を

学校へ呼びかけるなど

し、いじめのない学校

づくりを推進します。 

 ⑤ 教育相談体制を整

備し、長期欠席、不登

校児童生徒の予防的指

導を強化するととも

に、改善、解消に努め

ます。 

年間５６回の教育相談

教室を開催しました。

精神科医師や臨床心理

士等によるカウンセリ

ングを実施し、問題の

解消に努めました。 

Ｂ それぞれのニーズに応

じて適切な時期に相談

を実施できるよう、実

施計画を見直すととも

に、内容に応じて適切

な担当を案内できるよ

うにしていきます。 

(3)健康・体

育・安全指導の

充実 

① 児童生徒の健康管

理・増進を図り、健康

への意識を高めるた

め、定期健康診断を実

施します。 

感染症の影響により、

日程等の変更がありま

したが、実施すること

ができました。 

Ｂ 今後も実施を継続し、

児童生徒の健康管理と

増進を図ります。 
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 ② 児童生徒の運動意

欲を高めるため、運動

能力証の合格を推奨し

ます。 

感染症の影響により、

運動能力証は実施され

ませんでした。 

― 今年度も合格率の 40％

以上を目指します。 

③ 顔の見える「地産

地消」給食や農薬・化

学肥料を使用しない米

の給食提供を推進する

とともに、児童生徒が

自分自身の食生活を見

直し、改善に向けた努 

力ができるよう、学校

における食育の充実を

図ります。 

鎌足小中学校での「顔

の見える学校給食」を

継続して実施するとと

もに、全小中学校の学

校給食で、本市を含む

近隣市で採れる野菜を

全国学校給食週間にお

いて提供しました。校

内用資料を作成し、各

小中学校において食育

活動に活用しました。

農薬・化学肥料を使用

しない環境に配慮した

木更津産米を全小中学

校へ 16日間提供する

など、食育の推進に努

めました。（学校給食

課） 

感染症の影響により、

給食時間訪問は実施せ

ず、毎月各クラスに掲

示する資料を作成し配

布しました。食指導に

ついて、栄養士の派遣

をすることはできませ

んでしたが、指導案・

教材の提供を行いまし

た。（学校給食センタ

ー） 

Ｂ 「顔の見える学校給

食」を拡大できるよう

引き続き関係者等と協

議、研究していきま

す。農薬・化学肥料を

使用しない環境に配慮

した木更津産米の提供

日数を、生産量に合わ

せた提供ができるよう

図ります。（学校給食

課） 

児童生徒が食生活改善

に向けた努力ができる

よう、新しい生活様式

に沿った食指導を取り

入れ、引き続き食育の

充実を図ります。（学

校給食センター） 

④ 危機管理対策や学

校大災害対応に係る意

識を高めるとともに、

各学校の安全計画の充

実を図るため、ガイド

ラインを見直し活用し

ます。 

各学校の安全計画の見

直しは実施しました

が、ガイドラインの見

直しまでには至りませ

んでした。 

Ｄ 大災害はすぐにでも起

こりうることを想定

し、ガイドラインの改

定を早急に行います。 
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 ⑤ オリンピック・パ

ラリンピック教育を通

じ、スポーツの魅力並

びに障がい者への理解

を深めます。 

県の研究指定校となっ

ている清見台小学校に

おいて、講演会やスポ

ーツ大会を実施し、高

い評価を得ました。 

Ａ オリンピック・パリン

ピック開催年でもあり

ますので、まとめの年

度として、一層取り組

みを充実させます。 

⑥ 熱中症事故防止の

ため、「熱中症対応ガ

イドライン」を策定

し、熱中症の予防や対

応の充実を図ります。 

ガイドラインを用いて

予防や対策の充実が概

ね図られましたが、熱

中症による救急搬送が

あったことから、更な

る徹底が必要です。 

Ｃ 各学校におけるガイド

ラインの周知徹底を図

り、熱中症による事故

を防止します。 

⑦ 豊かな人間性の育

成のため、「部活動ガ

イドライン」を活用

し、バランスの取れた

運営と指導の充実を図

ります。 

各学校がガイドライン

に沿い、活動時間、活

動内容とも、概ね適正

に実施されました。 

Ｂ 今後もガイドラインを

遵守し、適正な運営に

努めます。 

(4)読書活動の

推進 

① 各学校の読書環境

の充実を図るため、小

中学校に読書相談員を

配置します。 

全小中学校に２５名の

読書相談員を配置しま

した。 

Ａ 今後も全校配置に努め

ます。 

② 児童生徒の読書活

動に対する意識を高

め、読書習慣を形成す

るため、「第４次木更

津市子ども読書活動推

進計画」を推進しま

す。 

「第４次木更津市子ど

も読書活動推進計画」

に基づいた取り組みを

行い、不読率は昨年度

と比較し、小学校で

0.7ポイント、中学校

で 2.5ポイント減少し

ました。 

Ｂ 今後も読書習慣の形成

に努め、不読率の減少

等を目指します。 

③ 児童生徒の読書意

欲、学習意欲を高める

ための図書の選定・購

入を行い、図書室の整

備を図ります。 

各読書相談員が、学校

の実態に応じた選定・

購入を行いました。 

Ｂ 今後も児童生徒にアン

ケート調査を行うなど

して、実態とニーズに

合った選定を行いま

す。 

(5)国際理解 

教育の推進 

① 児童生徒の外国文 

化や外国語に対する興

味・関心を高めるた

め、外国語指導助手

（ＡＬＴ）を配置し、

国際理解教育を推進し

ます。 

ＡＬＴを小中学校へ派

遣し、外国文化や外国

語によるコミュニケー

ション能力の育成に努

めました。 

Ｂ 小学校の外国語活動お

よび外国語科に ALTが

１００％入れるよう配

置しました。富来田小

ワールドフェスティバ

ルへ参加し、国際理解

教育に貢献しました。 
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 ② 小学校の外国語科

及び外国語活動の充実

を図るため、外国語を

通じて、言語や文化へ

の理解を深めます。 

感染症防止のため、積

極的に訪問指導を行う

ことはしませんでし

た。要請のあった３校

で研修を実施しまし

た。 

Ｃ 小学校教員に対する研

修の充実を図るととも

に、学校行事等、授業

以外へのＡＬＴの活用

を推進します。 

③ 積極的なコミュニ

ケーション能力を育成

するため、友好都市の

児童生徒との交流につ

いて、関係課等との調

整を図りながら検討し

ます。 

感染症の影響等によ

り、今年度は実施でき

ませんでした。 

― 関係課との連携を図

り、ＩＣＴ機器を有効

に活用して、オンライ

ンによる交流の実現を

目指します。 

(6)情報教育の

推進 

① ネットリテラシー

を身につけ、Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ５．０ 社会 に

対応できる児童生徒を

育成するためＩＣＴを

活用した情報教育を推

進します。 

一人一台タブレットを

導入するとともに、

ICT支援員を派遣して

学校の ICT活用を支援

しました。 

Ａ 小中学校内の情報推進

体制を整備するととも

に、教職員対象の研修

の充実に努めます。 

② Ｓｏｃｉｅｔｙ

５．０社会で求められ

る情報活用能力を育成

するためにプログラミ

ング教育をはじめとす

るＩＣＴを活用した学

習活動を推進します。 

プログラミング用教材

の整備を行いました。

また、学校を訪問し、

ＩＣＴを活用した授業

を実際に見学するなか

で、今後の方向性を定

めることができまし

た。 

Ｂ 整備した教育機器やそ

の使い方について周知

を図ります。また、大

型提示装置を整備する

とともに、木更津市版

授業モデルの確立を図

ります。 

(7)キャリア 

教育の充実 

① 児童生徒の職業意

識、勤労意欲を高める

ため、小学校６年生で

就業密着観察学習、中

学校２年生で職場体験

学習を行うとともに、

地域住民会議等とも連

携した「地域の社会人

や先輩から学ぶ会」の

活動を奨励します。 

感染症の影響により、

就業密着観察学習，職

場体験学習は実施でき

ませんでした。 

― 感染症の状況を見なが

ら、実施に向けて方法

を模索します。 
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(8)環境学習の

推進 

① 児童生徒に環境保

全の意識を高めるた

め、社会科副読本「わ

たしたちの木更津」

で、干潟のくらし、浄

水場、下水処理場、ゴ

ミ処理施設等を取り上

げ、小学校３・４年生

の環境学習に活かしま

す。 

社会科副読本編集委員

会を３回実施し、副読

本を全面改訂ました。 

Ｂ 

 

改訂した副読本を使用

して、子どもたちの環

境保全の意識を高める

ための授業づくりの支

援を各小学校に行いま

す。 

② 環境学習を継続的 

に行うため、小学校中

高学年、中学校におい

ては理科、社会科、総

合的学習の指導計画の

中に環境学習を位置づ

け実施します。 

座学による授業におい

て、環境について学習

することができました 

Ｃ 関係課による出前授業

を実施するなどして環

境学習の更なる充実を

図り、持続可能なまち

づくりについての理解

を深めます。 

③ エネルギーと環境

の大切さを児童に理解

させるため、「環境に

配慮した調理法」の体

験学習を推進します。 

感染症の影響により、

エコクッキング等の体

験学習は、実施できま

せんでした。 

－ 今後も民間企業との連

携を継続し、エネルギ

ーと環境保全の大切さ

について学習します。 

(9)就学援助 

事業の推進 

① 経済的に就学困難

な保護者に経済的支援

を行うため、要保護・

準要保護児童生徒保護

者へ就学援助を行いま

す。 

従来の就学支援に加

え、感染症の影響によ

り、収入が激減した家

庭への就学支援へも迅

速に対応することがで

きました。 

Ａ 引き続き効果的な支援

を心がけていきます。 

(10)小中一貫教

育の推進 

① 小中一貫校である

（通称）富来田学園に

おいて、グローバル・

オーガニックの拠点校

としての取組を行いま

す。あわせて他の中学

校区においても、地域

の実態や小中学校の実

情にあわせて、無理な

く小中一貫教育を進め

ます。 

乗り入れ授業や行事の

共同開催，部活動体験

等により、新中学１年

生も、中学校生活にス

ムーズに順応すること

ができ、中学校の長期

欠席者は、平成３０年

度は８名でしたが、令

和２年度は５名でし

た。 

Ｂ 小規模特認校制度も有

効に活用し、グローバ

ルでオーガニックな特

色ある学校を、今後も

推進していきます。 
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(11) 小規模特

認校制度の活用

及び検証 

① 小規模特認校に指

定している中郷小学校

及び東清小学校と合わ

せ、必要な学級数の目

安(小中学校とも 6 学

級以上)を確保してい

ない学校について、小

規模特認校への指定を

検討し、児童、生徒数

の増加を目指します。

また成果等について、

毎年度検証します。 

新たに鎌足小中学校、

富来田小中学校の４小

中学校を小規模特認校

に指定しました。 

Ｂ ４つの地区において推

進委員会を組織し、併

せて４地区合同の連携

協議会を開催すること

で、特色ある教育活動

の実践し、児童生徒数

の増加を目指します。 

 

 
２ 教育環境の整備 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)市立小中学

校の適正規模及

び適正配置の推

進 

① ｢木更津市立小中学

校の適正規模及び適正

配置に関する基本方

針｣に従い、市立小中

学校の適正規模及び適

正配置を進めます。 

令和２年９月に、「木

更津市立小中学校の適

正規模及び適正配置実

施計画」を策定し、新

たに４小学校を小規模

特認校に指定しまし

た。 

Ｂ 小規模特認校の特色あ

る教育を推進しなが

ら、児童生徒数を注視

し、適正規模及び適正

配置に努めます。 

(2)管理用備品

の整備 

① 快適な教育環境を

維持するため、老朽化

した児童生徒用机・椅

子を順次更新します。 

小中学校の児童生徒用

机・椅子の現況及び新

規購入等希望調査を実

施し、令和２度整備対

象校の金田小学校と畑

沢小・中学校を中心に

老朽化した机・椅子の

整備を行いました。 

Ａ 快適な教育環境を維持

するため、引き続き小

中学校児童生徒用机・

椅子整備計画に沿っ

て、老朽化した机・椅

子の順次更新に努めま

す。 

(3)学校教育施

設の環境整備 

① 非構造部材の耐震

対策として、体育館屋

根に裏打ちされている

モルタルを撤去し、学

校施設の安全確保を図

ります。 

金田小学校の体育館に

ついて、非構造部材対

策工事を実施しまし

た。 

Ａ  

② 児童・生徒数増加

に伴う校舎増築工事等

を行い、必要な教室数

を確保します。 

金田小学校及び太田中

学校の校舎増築工事を

実施しました。 

Ａ  
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 ③ 体育館トイレの大

規模改造工事を行い、

学校トイレの洋式化率

向上及び災害時の防災

機能強化を図ります。 

 和式トイレが残って

いる小中学校の体育館

について、設計施工一

括発注方式によるトイ

レ整備事業の契約を締

結しました。 

 しかしながら、感染

症の影響により、事業

者等との調整が進ま

ず、令和２年度内の完

成が困難となり、事業

を令和３年度へ繰り越

しております。 

Ｄ 学校トイレの洋式化率

向上及び災害時の防災

機能強化を目指し、継

続して体育館のトイレ

改修工事を進め、令和

３年度中の事業完了を

目指します。 

④ 児童生徒１人１台

端末を前提とした高速

大容量の通信ネットワ

ーク（ＧＩＧＡスクー

ル構想）を整備し、教

育におけるＩＣＴを基

盤とした先端技術等の 

効果的な活用を図りま

す。 

ＧＩＧＡスクール構想

の実現に向け、小中学

校の高速通信ネットワ

ークの整備を行いまし

た。 

Ａ  

⑤ 建物や設備の不具

合を適時補修すること

により、施設の適正な

維持・保全に努め ま

す。 

適正な教育環境を維持

するため、老朽化の著

しい学校施設の補修工

事を実施したほか、日

常的に発生する建物や

設備の不具合を小学校

で２８０件、中学校で

２２４件、適時補修い

たしました。 

Ａ 今後も引き続き、日常

的に発生する建物や設

備の不具合を補修し、

適正な維持保全に努め

ます。 

(4)学校内のＩ

ＣＴ環境の整備 

① 教育の情報化に対

応するため、校内ＬＡ

Ｎや大型提示装置等の

整備に努めます。 

国の補助金交付事業

「GIGAスクール構想」

の中で、校内の高速通

信ネットワークを全校

に整備しました。 

 

Ｂ 通信量の増大に対応す

るために学習用回線を

強化します。また、大

型提示装置を導入する

とともに、その利用方

法について学校に周知

を図ります。 

② 校務支援システム

により、より安全で効

果的な校務を実現し、

事務の効率化を目指し

校務支援システムの全

校導入を行いました。

それぞれの帳票作成や

校務の時期に合わせ

Ａ 帳票作成に加え、グル

ープウエア等の補助機

能についても周知を図

り、そのための支援体
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ます。 て、オンライン説明会 

を中心に実施しまし

た。また、ＩＣＴ支援

員を各校に派遣しまし

た。 

制を充実させること

で、より効果的・効率

的な校務環境の実現を

図ります。 

 

３ 特別支援教育の推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)特別支援 

教育体制づくり

の推進 

① 学校教育における

特別支援教育の充実を

めざし、特別支援連携

協議会を開催し、特別

支援連携教育に関わる

関係機関との連携を深

め、きめ細やかな対応

を図ります。 

感染症の影響により、

予定した３回のうち、

１、３回目は書面によ

り開催し、２回目は開

催できませんでした。 

Ｃ 感染症の状況を見なが

ら、開催を模索してい

きます。 

② 児童生徒一人一人 

の自立に向け、適切な

就学先を協議し、保護

者に助言するため、就

学支援委員会を開催し

ます。 

対象児童等が急増しま

したが、通常の４回の

委員会に加え、６回の

臨時委員会を開催し、

全ての児童等について

審議しました。 

Ａ 効率化を模索しつつ、

今後も慎重審議に努め

ます。 

③ 特別支援教育体制

を充実させるため、

「特別支援教育ガイド

ライン」を作成し、各

学校の特別支援計画に

反映します。 

令和３年３月に第４版

を作成し、各小中学校

へ配付しました。 

Ａ 今後も現状に即し、必

要に応じて改訂を行い

ます。 

(2)学校におけ

る特別支援教育

の充実 

① 学校において特別

に支援が必要な児童生

徒の個別支援を充実す

るため、スクール・サ

ポート・ティーチャ

ー・介助補助員を配置

します。 

 

ＳＳＴは１名増員して

２２名を、介助員は３

名を、１５小学校へ配

置しました。 

Ａ ＳＳＴは更なる増員

を、介助員は必要に応

じた配置を目指し、児

童支援の充実を図りま

す。 
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 ② 学校において特別

に支援が必要な児童生

徒に対する指導法に係

る指導・助言に当たる 

ため、専門家チームに

よる巡回相談を実施し

ます。 

感染症の影響により、

実施できない期間があ

りましたが、学校から

の依頼に可能な限り対 

応し、計５回の巡回相

談を実施しました。 

Ｂ 状況にもよりますが、

学校からの要望に応じ

た効果的な巡回相談を

実施します。 

③ 学校における特別

支援教育体制の整備と

充実を図るため、特別

支援教育コーディネー

ター研修会を開催しま

す。 

感染症の影響により、

予定していた２回の研

修は、実施できません

でした。 

－ 特別支援教育を充実さ

せるための方策の一つ

として、年２回の開催

を継続します。 

④ 特別支援学級に在

籍する児童生徒の保護

者の負担を軽減するた

め、特別支援教育就学

奨励費による保護者支

援を行います。 

前年度と比較して、９

名増の１６１名の児童

生徒の保護者へ奨励費

を支給しました。 

Ａ 今後も周知活動を徹底

し、必要とする世帯へ

の支給を行っていきま

す。 

(3)就学時の学

校適応事業の推

進 

① 言葉の発達に課題

のある就学前幼児の早

期発見、早期相談に対

応するため、年長幼児

の言語検査を実施しま

す。 

感染症の影響により、

4 月～6月に予定され

ていた年長幼児言語検

査を 6月～9 月に行い

ました。市内幼稚園、

保育園、認定こども園

を訪問して年長児の言

語検査を実施しまし

た。 

Ａ 引き続き、各園に協力

を要請しながら、年長

幼児言語検査を実施し

ます。 

 

② 言葉の発達に課題

のある就学前幼児の言

語指導を行うため、言

語教室事業を推進しま

す。また、きさらづネ

ウボラと連携し、課題

に応じた保護者支援を

行います。 

年長児を最優先できる

ように年中児以下は、

ネウボラ主催の子育て

相談を紹介しました。

在籍者 128名に対し、

延べ 1267回の言語指

導を行いました。ま

た、来所相談及び電話

相談を 545回実施し、

保護者の不安解消に努

めました。感染症の影

響により、言語検査の

開始時期が遅かったた

め、例年に比べ指導回

Ｂ 通級希望者の増加や課

題の複雑化に対応する

ため、運営や指導の方

法を工夫し、専門家等

関係機関との連携を一

層深めます。 
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数が減ってしまいまし

た。 

 

４ 生徒指導等の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)学校内の 

教育相談体制の

整備 

① 学校内に児童生徒

が相談しやすい体制を

作り、教職員とともに

積極的な教育相談活動

ができるようにするた

め、教育相談関係の職

員（スクールカウンセ

ラー・心の教室相談

員）を配置します。 

スクールカウンセラー

は県への要望を上げ 

１９名を、心の教室相

談員は市で希望を募り

１３名を、各学校へ配

置しました。 

Ｂ 今後も研修会を実施す

るなどし、個々のスキ

ルアップを図ること

で、児童生徒のメンタ

ルケアの充実を図りま

す。 

(2)学校外の 

教育相談体制の

整備 

① 不登校等、児童生

徒の課題解決のため、

精神科医・臨床心理士

等による教育相談教室

を定期的に実施しま

す。 

精神科医、臨床心理

士、言語聴覚士による

教育相談教室を開設

し、５６回、延べ１４

８人に対して、相談活

動を実施しました。 

Ｂ 引き続き、各専門家・

専門機関等に協力を仰

ぎ、子どもと親、そし

て学校のニーズに応え

られるよう努めます。 

(3)学校適応 

指導教室の充実 

① 不登校児童生徒の

気持ちに寄り添う支援

を行い、通級者の学校

復帰・社会復帰を促進

するために、学校適応

指導教室「あさひ学

級」での指導を充実さ

せます。 

小中学生合わせて２７

名の在籍者に対し５名

の指導員により、適応

指導を進めました。二

者関係づくりからの丁

寧な指導に努め、小集

団活動への適応に改善

が見られた児童生徒が

増えました。 

Ａ 在籍者の増加や複雑化

する課題に対応するた

め、関係機関との連携

を図りながら、引き続

き二者関係を基盤とし

た個別指導から集団活

動へと発展させ、原籍

校復帰への支援を進め

ていきます。 

 
５ 開かれた学校づくりの推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)地域の 

教育力を生かす

事業の推進 

① 家庭、地域社会、

学校・行政によるトラ

イアングル子育て運

動、開かれた学校づく

りを推進するため、学

校支援ボランティア活

動推進事業の充実を図

ります。 

感染症の影響により、

各学校における学校ボ

ランティア活動は制限

されましたが、そのよ

うな中でも、多くのボ

ランティアが多方面に

わたる学校支援を行っ

てくださいました。交

流集会は、開催できま

せんでした。 

Ｂ 状況に応じてできるボ

ランティア活動を、今

後も積極的に展開しま

す。交流集会も開催に

向けて方法を模索しま

す。 
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 ② 地域と連携した学

校運営を推進するた

め、学校評議員制度推

進事業の充実を図りま

す。 

学校評議員制度を実施

するとともに、コミュ

ニティスクールの実施

についても、視察を行

うなどして検討を始め

ました。 

Ｂ コミュニティスクール

連絡調整会を組織し、

令和４年度にモデル校

がスタートできる準備

を行います。 

③ 開かれた学校づく

りや地域の教育力を生

かした児童生徒支援の

ため、地域の高等教育

機関との連携を推進し

ていきます。 

感染症の影響により、

木更津高専の協力によ

る、年２回の走り方教

室は実施できませんで

した。 

－ 児童生徒の運動能力の

向上を目指し、今後も

連携を図り、定期的に

開催していきます。 

(2)学校評価 

事業の推進 

① 的確な学校評価を

実施し、各学校の教育

施策、教育活動の改善

を図るため、「学校評

価木更津システム」を

推進します。 

年２回実施の「学校評

価木更津システム」の

結果を各学校へ通知

し、学校運営向上のた

めの資料として活用し

ました。 

Ｂ 集計結果は、学校の実

態を反映する貴重な資

料となるので、更なる

効果的な活用を周知し

ます。 

② 「学校評価木更津

システム」の学校自己

評価を公表するととも

に、学校評議員による

学校関係者評価も併せ

て実施し、学校評価を

開かれた学校づくりに

生かします。 

学校だより等を通じ

て、各学校が内外の評

価を保護者等へ周知し

ました。 

Ｂ 地域住民や保護者等か

らの率直な意見を、こ

れからも学校は大切に

していきます。 
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＜Ⅲ＞ 青少年の健全育成 

青少年の成長と自立を実現するために、家庭、地域、学校・行政をはじめとした、多様な人

間関係のなかで青少年を育み、支える環境づくりを推進し、地域の教育力の向上を図ります。

あわせて青少年育成に係る団体・関係機関等の一層の連携と担い手育成に取り組みます。 

 

〜 青少年の健全育成 〜 

 

１ 青少年育成推進体制の充実と地域の教育力の向上 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)青少年育成

支援施策の総合

的な推進 

① 青少年の指導育

成、保護、矯正に関す

る総合的施策や自立支

援方策等について必要

な事項を調査・審議す

るとともに、関係機関

との連絡調整を図るた

め、青少年問題協議会

を開催します。 

青少年問題協議会を通

常年 2 回開催するとこ

ろ、感染症感染拡大の

影響により 1 回開催と

なり、市の青少年施策

に関する意見交換や関

係機関・団体間の情報

共有を図りました。 

 

Ｂ 青少年の指導育成、保

護、矯正に関する総合

的施策や自立支援方策

等について必要な事項

を調査・審議するとと

もに、関係機関との連

絡調整を図るため青少

年問題協議会を開催し

ます。 

(2)地域の教育

力の向上 

① 家庭、地域、学

校・行政が連携して地

域の教育力の向上を図

るため、子どもたちの

居場所づくりを進める

「生き生き子ども地域

活動促進事業」等の取

り組みを進めるほか、

これらの活動を支援す

る地域の担い手の育成

に努めます。 

感染症感染拡大の影響

により放課後子ども教

室６教室のうち５教室

を休止しました。（公園

で活動している１教室

のみ活動を縮小して実

施） 

生き生き子ども地域活

動促進事業では、多く

の事業を見合わせまし

たが、一部農作業体験

等は、感染状況を鑑み

ながら、子どもたちの

体験活動の機会として

実施することができま

した。 

― 

 

感染症の影響が懸念さ

れる中で、家庭、地

域、学校・行政が連携

して地域のコミュニケ

ーションの形成を図

り、放課後子ども教室

や生き生き子ども地域

活動促進事業を推進し

ます。 
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(3)地域の 

教育力の向上 

① 青少年の健全育成

を推進するため、県と

連携し青少年相談員を

委嘱し、制度の活性化

と活動の充実を図りま

す。 

感染症感染拡大の影響

により、多くの事業を

中止しましたが、４市

で連携し、君津地区の

全公立小学校の児童が

コロナ禍での願いや思

いを込めて作った折り

鶴を集め展示する「万

羽鶴に願いをのせて」

の活動を行いました。 

― 引き続き青少年相談員

活動を支援し、地域に

おける青少年健全育成

活動を推進します。ま

た、令和 3年度で委嘱

期間が終了のため、令

和 4年度からの新規委

嘱について、関係機関

と連携して行います。 

② 地域での青少年健

全育成活動を推進する

ため、子ども会育成連

絡協議会、青少年育成

木更津市民会議等の関

係団体を支援します。 

感染症感染拡大の影響

により、事業を中止せ

ざるを得ない状況の地

区が多かった中で、一

部地区では感染拡大を

行いながら、環境整備

等のボランティア活

動、稲刈り体験等の野

外体験活動を実施しま

した。 

― 引き続き、地域におけ

る青少年の健全育成活

動を推進するため、木

更津市子ども会育成連

絡協議会や青少年育成

木更津市民会議等の関

係団体を支援します。 

 

２ 青少年育成事業の推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)青少年育成

事業の実施 

① 青少年の豊かな人

間性を育み、自立と社

会参加を促すため、生

き生き体験キャンプ事

業や野外体験促進事

業、成人式事業など、

青少年育成に関する各

種事業を地域の参画に

よる世代間の交流を通

じて実施します。 

感染症感染拡大の影響

により生き生き体験キ

ャンプ事業やキャンプ

場利用促進事業等、青

少年健全育成に関する

各種事業については中

止しました。 
成人式については、新

成人による実行委員会

を組織し準備を進めま

したが、中止となりま

した。その代替え企画

としては市長をはじめ

としたお祝いメッセー

ジ動画の発信、中学校

の恩師からのメッセー

ジを掲載したしおり配

布を行いました。 

― 感染症の状況を鑑みな

がら、青少年の豊かな

人間性を育み自立と社

会参加を促進するた

め、生き生き体験キャ

ンプ事業など青少年健

全育成に関する事業を

実施します。成人式に

ついては、式典の内容

や実行委員会の運営方

法について検討し、今

後も新成人がつくる成

人式の実現を図りま

す。 
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(2)少年自然の

家キャンプ場の

利用促進 

① 少年自然の家キャ

ンプ場が、自然体験活

動の拠点として一層活

用されるよう、積極的

な広報や老朽化した施

設の計画的な整備に努

め、利用促進を図りま

す。 

感染症の拡大防止のた

め、キャンプ場開設期

間を短縮したことで、

利用者が減少しました

が、キャンプ場ＰＲ動

画を作成し、広くキャ

ンプ場を周知しまし

た。また、利用者が快

適に安心してキャンプ

場を利用できるよう

に、樹木伐採、トイレ

改修など環境整備に努

めました。 

Ｂ 少年自然の家キャンプ

場が自然体験活動の拠

点として一層活用され

るよう、積極的な広報

を行います。 

また、感染症の感染対

策を行いながら、利用

促進を図っていくとと

もに、利用者のニーズ

を検証し今後の方針を

検討していきます。 

(3)ボランティ

アの 

活用と活性化 

① 青少年のさまざま

な活動を支援するた

め、アフタースクール

ボランティアやユース

ボランティアなど各種

ボランティアを活用す

るとともに、各ボラン

ティアの活性化を図り

ます。 

感染症感染拡大の影響

により、アフタースク

ールボランティア養成

講座は中止としまし

た。公民館事業も中止

となったことでボラン

ティア活動も行うこと

ができませんでした。 

― アフタースクールボラ

ンティアやユースボラ

ンティアなど各種ボラ

ンティアの活用推進を

図るとともにボランテ

ィア育成に努めます。

ボランティアの活性化

と指導者の育成のため

の事業を実施します。 

 
３ 青少年を取り巻く環境浄化と非行防止 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)社会教育 

指導員等専門家

による相談活動

の実施 

① さまざまな問題に

悩む青少年や保護者へ

の支援を行うため、社

会教育指導員による相

談活動（電話相談・来

所相談・メール相談）

を実施します。 

電話、メール、来所、

合わせて１０９件の相

談に対応し、様々な課

題に対する支援に努め

ました。また、学校の

臨時休業の影響による

相談が増加しました。 

 

Ａ 相談内容が多岐にわた

るため、学校及び関係

諸機関との連携をさら

に深め、的確な支援が

できるように努めま

す。 
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(2)青少年への

愛の一声運動に

よる非行防止 

活動 

① 青少年の非行防止

と健全育成を図るた

め、青少年補導員によ

る地区街頭補導、乗車

マナー指導、喫煙・飲

酒防止キャンペーンな

どの「青少年への愛の

一声運動」を関係機

関・団体との連携のも

とに行います。 

市内全域を対象とした

定期街頭指導、中学校

区毎の地域街頭指導等

を可能な限り実施しま

したが、感染症の影響

により、各種青少年健

全育成キャンペーン等

は中止されました。 

 

Ｃ 

 

引き続き、各種街頭指

導等を継続するととも

に、関係諸機関、関係

団体との連携を密に、

情報を共有し、連携し

ながら青少年健全育成

活動を継続します。 

(3)青少年非行

防止啓発活動の

実施 

① 青少年の非行防止

と健全育成に関する啓

発のため、青少年健全

育成だより（News 

Letter）の発行や青少

年指導関係活動報告

「青少年に愛の一声

を」を発行するととも

に、関係機関や学校、

また地区住民会議や地

域の各種団体と連携

し、地域ぐるみの非行

防止啓発活動の取り組

みを進めます。 

青少年健全育成だより

（News Letter）を年

３回発行するととも

に、各種研修会等を通

して、青少年の健全育

成に関する啓発活動を

実施しました。 

Ａ 引き続き、関係機関や

学校、地区住民会議等

と協力・連携を深め、

青少年の非行防止・健

全育成の啓発活動を展

開します。 

(4)有害環境 

浄化活動の推進 

① 青少年の非行防止

と健全育成を図るた

め、関係機関や青少年

補導員・相談員、PTA 

など地域の関係団体と

ともに、青少年を取り

巻く有害環境浄化活動

を行います。 

関係機関や青少年育成

団体と連携し、街頭指

導等を通して、有害環

境の浄化活動に努めま

した。 

Ｂ 浄化された環境が破壊

されないよう、関係諸

機関等と連携して活動

を継続します。また、

ICTを安全に活用する

ための啓発活動及び注

意喚起を行うことでネ

ットリテラシーの向上

に努めます。 

(5)連携・ネッ

トワークによる 

青少年指導関係

事業の実施 

① 青少年育成、非行

防止に関わる関係機

関・団体・有識者との

連携を図り、まなび支

援センターの青少年指

導関係事業を効果的に

運営するために、青少

年指導関係運営協議会

を開催します。 

青少年指導関係運営協

議会を３回実施すると

ともに、生徒指導に関

する連絡会・協議会に

参加し、情報交換を進

め、連携を深めまし

た。 

Ａ 引き続き、関係諸機

関、関係諸団体、有識

者等との連携と支援を

仰ぎながら、活動を進

めていきます。 
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＜Ⅳ＞ 社会教育の推進 

さまざまな暮らしの課題に対し、市民一人ひとりがあらゆる機会、あらゆる場所を利用して

学習できる環境を整えるとともに、社会の変化に対応したまちづくりを推進するために、必要

な学習機会を提供し、その活動を奨励します。 

また、社会教育を推進する各機関・団体との連携・協力や社会教育施設の整備を図ります。 

 

〜 社会教育の推進 〜 

 

１ 生涯学習・社会教育推進体制の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1) 市民参画に

よる社会教育行

政の推進 

① 広く民意を反映

し、市民参画による社

会教育行政の推進を図

るため、社会教育委員

会議に社会教育推進施

策等を諮問し、答申や

意見を求めます。 

第１回定例会は書面開

催、第２回定例会は

zoom＋会議方式で開催

する等感染症対策を講

じながら年４回会議を

行い、コロナ禍での社

会教育機関の運営につ

いて協議しました。 

Ａ 広く民意を反映し、市

民参画による社会教育

行政の推進を図るた

め、社会教育委員会議

を開催し、社会教育施

のあり方などについて

研究協議を行います。 

② 総合的な生涯学習

の推進にあたり、広く

市民の意見や要望を取

り入れるため、生涯学

習推進協議会を開催し

ます。 

２回の会議を書面にて

実施し、コロナ禍の生

涯学習事業についてご

意見を伺いました。 

Ｂ 生涯学習施策につい

て、広く市民の意見や

要望を取り入れるた

め、生涯学習推進協議

会を開催します。 

(2) 社会教育振

興のための支援

体制の充実 

① 市民に多様な学習

機会を提供し、学習活

動を側面から支援する

ため、職員の力量形成

の向上に努めるほか、

専門職員による学習支

援体制の充実を図りま

す。 

公民館館長・事業担当

職員合同会議、公民館

館長会議、公民館職員

会議、社会教育指導員

会議を状況に応じて対

面及びオンラインで実

施し、各公民館の抱え

る課題についての意見

交換、共有化を図りま

した。 

Ｂ 社会教育機関の職員の

力量形成のための研修

機会の充実に努めま

す。 

② 近隣市や県内の関

係団体とも連携し、社

会教育関係委員や社会

教育関係職員の研修活

動の充実に努めます。 

感染症感染拡大の影響

で研修会の開催は見合

わせましたが、近隣市

とは頻繁に情報交換を

行いました。 

Ｂ 近隣３市等とも連携し

ながら、関係職員、関

係委員の見識の向上に

努めます。 
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 ③ 視聴覚教材を活用

し、各種団体・機関等

の学習活動を支援しま

す。 

コロナ禍で貸し出し件

数は減少しましたが、

毎月視聴覚ライブラリ

ーだより発行し、関係

機関・団体の学習活動

を支援しました。 

Ｂ 視聴覚ライブラリーに

ついて広く周知し、よ

り多くの機関・団体に

利用いただけるよう努

めます。 

(3)生涯学習の

基盤整備と 

総合調整 

① 社会環境の変化に

対応した「第２次生涯

学習基本構想」と「基

本計画」のあり方につ

いて検討、協議しま

す。 

「第２次生涯学習基本

構想」・「生涯学習基

本計画」については、

近隣市の状況も参考に

しながら、策定に係る

問題点を確認しまし

た。 

Ｂ 「第２次生涯学習基本

構想」・「生涯学習基

本計画」のあり方を再

検討します。 

② 今後の公民館のあ

り方に鑑み、関係部等

と調整しながら、公民

館の総合的な整備の方

向性を検討します。 

公民館の現状を調査

し、現状と課題を踏ま

えた、公民館の今後の

あり方を検討しまし

た。 

Ｂ 「木更津市公共施設等

総合管理計画」及び

「木更津市公共施設再

配置計画」との整合性

を図りながら、公民館

の今後のあり方につい

て継続的に検討しま

す。 

 
２ 生涯学習・社会教育活動の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)子育て・家

庭教育支援事業

の充実 

① 家庭教育の不安や

悩みを解消するため、

家庭、地域、学校・行

政が一体となって家庭

の教育力向上を図りま

す。 

家庭教育学級研究集会

をオンライン（Zoom）

で開催し、22名が参

加。各学級での学びや

取り組みの成果と課題

を踏まえた学習内容や

運営方法等について協

議しました。 

Ｂ 担当職員と学級生の研

修の機会を提供し、主

体的な学級運営を支援

するとともに、家庭教

育の充実に向けたネッ

トワークづくりに努め

ます。 

② 家庭教育支援の拡

充を図るため、官民含

めた機関、団体との連

携を図り、社会全体で

子育てを支援する機運

を高めるとともに、親

の育ちを応援する学び

の環境を充実します。 

感染症感染拡大の影響

で家庭教育推進協議会

は休止しましたが、家

庭教育支援講演会は

「発達障がい者の理解

と支援」をテーマにオ

ンライン（Zoom）で開

催し、33 名が参加しま

した。 

Ｂ 家庭教育支援に係わる

課題の共有、情報交換

を行なうことで、新た

なネットワークづくり

に取り組むとともに、

関係機関、団体の連携

を深め、それぞれの業

務に反映できるよう努

めます。 
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(2)女性の自立

と社会参加の 

促進 

① 女性の社会参加の

促進や地域社会・まち

づくりへの積極的な関

わりを推進するため

の、学習機会の提供に

努めます。 

女性が地域社会で活躍

するための学習機会と

して保育ボランティア

入門講座（全３回）を

開催しました。 

Ｂ 女性が地域社会・まち

づくりの活動へ関わる

新たなネットワークの

あり方を検討します。 

(3)生涯学習を

通じた 

まちづくりの 

振興 

①  市民の多様で高

度な学習ニーズに

対応するため、市

内高等教育機関と

連携した公開講座

の開催や市政に理

解を深めてもらう

ことを目的とした

出前講座を実施し

ます。また、「動

く教室」として生

涯学習バスを運行

します。 

出前講座については、

感染症感染拡大の影響

で利用団体数は低調で

したが、利用者には大

変好評でした。生涯学

習バスについては、感

染予防対策を講じた上

で運行しました。 

Ｂ 出前講座についてはオ

ンラインでの実施にも

対応するとともに、PR

活動に努めます。感染

症の影響を考慮しなが

ら、状況に合わせた事

業運営に努めます。 

② 市民による生涯学

習活動の一層の拡充と

生涯学習を通じたまち

づくりの振興を図るた

め、生涯学習フェステ

ィバルを開催するなど

生涯学習に関する啓発

事業を実施します。特

に、若手･中間層（30

～50歳代）が中心的に

関わる事業展開を目指

します。 

生涯学習フェスティバ

ルの代替事業として

「ONLINE×きさらづ 

ツナガルフェス 2020」

を開催し、111名がオ

ンライン（Zoom）で参

加しました。（その他

公民館での観覧が 48

名、YouTube での視聴

は約 400 名） 

新成人や 20～50歳代

の子育て世代も多く参

加し、新たなツールと

してオンラインの可能

性を確認することがで

きました。 

Ｂ 生涯学習フェスティバ

ルについては、感染症

の影響を考慮しながら

の実施を検討します。 

また幅広い世代に興味

を持っていただけるよ

うな新たなオンライン

を活用した事業につい

ても検討します。 
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(4)社会教育 

関係団体の 

育成と支援 

① 社会教育関係団体

との協働の事業を推進

し、団体が自主的に行

う社会教育活動の円滑

な運営や一層の充実を

図るため、求めに応じ

て助言・指導します。

また、木更津市教育振

興事業補助金交付要綱

に基づき、対象となる

事業に対して補助金を

交付し活動を支援しま

す。 

木更津市ＰＴＡ連絡協

議会など教育振興事業

補助金対象団体が自主

的な社会教育活動を円

滑に運営できるよう、

求めに応じて支援しま

した。 

Ａ 社会教育関係団体が円

滑に運営されるため

に、求めに応じた支援

をします。 

(5)生涯学習 

成果の活用 

① 生涯学習活動によ

り培ってきた知識や経

験など、市民の生涯学

習の成果をそれぞれの

社会生活や地域社会に

活かすための情報提供

に努めます。 

市民の問合せや相談に

応じ、情報提供に努め

ました。 

Ｂ 市民の生涯学習の成果

をそれぞれの社会生活

や地域社会に活かすこ

とができるよう情報提

供に努めます。 

 
３ 図書館サービスの充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)地域の実情

に即した図書館

運営 

① 年度ごとの事業計

画を策定するととも

に、運営の状況や達成

状況について点検評価

を行い市民の要望や社

会の要請にそった図書

館運営に努めます。 

年度当初に事業計画を

策定し、付属機関であ

る図書館協議会におい

て、図書館の運営の状

況や達成の状況につい

て点検評価を行い、市

民の要望や社会の要請

に沿った運営に努めま

した。 

Ａ 年度当初に事業計画を

策定し、図書館協議会

において運営の状況や

達成状況について点検

評価を行います。 
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 ② 基本的な資料を収

集するとともに、市民

の生活や仕事、地域課

題の解決に向けた資料

を収集、整備、提供し

ます。また、各種デー

タベースや県内外の公

共図書館や大学図書館

の情報資産を活用した

司書による専門的なレ 

ファレンスサービス

（調査・研究）の充実

に努めます。 

資料の収集について

は、１２，０９１冊収

集し、整備・提供しま

した。また、各種デー

タベースについては、

館内の４台の閲覧用パ

ソコンを活用し、県内

外の公共図書館や大学

図書館の情報資産を活

用した司書による専門 

的なレファレンスサー

ビス（調査・研究）の

充実に努めました。 

Ａ 資料については、具体

的な購入割合を定め、

年間約１万冊を購入し

資料の的確な新陳代謝

に努めます。また、４

台の利用者用閲覧パソ

コンを活用し、官報や

現行法規等の各種デー

タベースによる情報提

供を行うとともに、他 

の図書館との相互貸借

サービスを活用し、専

門的なレファレンスサ

ービスを行うことで、

利用者の知識に資する

こととします。 

③ 点字図書、録音図

書、大活字本、マルチ

メディアデイジー図書

等を計画的に収集し、

読書にハンディキャッ

プのある利用者に対す

るサービスの充実を進

めます。 

点字図書については、

新たに２３タイトルの

追加を行いました。録

音図書についても、新

たに３９タイトルの追

加をおこないました。

また、大活字本９７

冊、マルチメディアデ

イジー図書７２タイト

ルを追加しサービスの

充実を図りました。 

Ａ 点字図書については、

新たに２０タイトルを

追加するとともに、録

音図書についても、新

たに５０タイトルの追

加を行います。また、

大活字本３０冊、マル

チメディアデイジー図

書７０タイトル、電子

図書２００タイトルを

追加しサービスの充実

を図ります。 

(2)公民館等地

域の読書環境の

充実 

① 公民館図書室等の

所蔵資料の整備を実施

し地域の読書環境の充

実を図ります。 

岩根西公民館、畑沢公

民館、波岡公民館を重

点的に整備し、約３，

５００冊の入れ替えを

行いました。 

Ａ 地域の実状や要望を把

握し市内の公民館等の

図書室の資料整備を実

施します。 

② 公民館図書室へ職

員を派遣するとともに

計画的な配本サービス

を行い図書館サービス

の向上を図ります。 

月２回、富来田公民館

図書室に職員を派遣

し、読書環境の整備を

おこないサービスの向

上を図ったほか週１

回、公民館等の図書室

を巡回し、室内の整理

や配本サービスを実施

しました。 

Ａ 富来田公民館に少なく

とも月２回職員を派遣

し、図書館サービスの

向上を図ります。また

市内の公民館等の図書

室を巡回し、図書室整

理や配本サービスを実

施するとともに、見出

しの整備を進めます。 
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(3)学校との 

連携の強化 

① 学校からの読書相

談や調べ学習への対応

を行うとともに教職員

や読書相談員との連携

に務めます。 

小中学校の図書主任担

当者会議等へ出席し、

図書館の利用案内を説

明するとともに、読書

相談、調べもの学習や

授業の補助となる本を

一定期間まとめて貸し

出す特別貸出（２，４

２３冊）を実施し、教

職員や読書相談員との

連携を進めました。 

Ａ 学校向けの図書館の有

効利用についての冊子

を各学校に配布し、調

べ物学習への対応を進

めるとともに必要に応

じて読書相談員への技

術的な支援を行いま

す。 

② 啓発リーフレット

の配布や出張お話し

会、団体貸出し等を通

して子どもの読書活動

の推進を図ります。 

子どもの読書活動を推

進するため、啓発リー

フレットの配付、出張

おはなし会（ストーリ

ーテリング）、図書館

員が選書した読み物を

まとめて貸し出す「お

まかせ図書館便」（２

００冊）を実施しまし

た。 

Ｂ 小中学生を対象にした

ブックリスト「夏休み

におすすめの本」を作

成し、市内の全小中学

生に配布するのに合わ

せて図書館児童室内に

夏休みコーナーを設置

するほか、学校の要望

に沿って資料を収集し

団体貸出しを実施しま

す。 

(4)魅力ある 

図書館事業の 

展開 

① ホームページや図

書館だより等、広く情

報発信を行い利用者の

拡大に努めます。 

ホームページの定期的

な更新を行い、アクセ

シビリティーに配慮し

た情報を発信するとと

もに、図書館だよりを

年４回、各４５０部発

行したほか、電子図書

サービスについて、ラ

ジオや動画サイトを通

じたプロモーション活

動を行い、図書館の各

種事業や魅力を広く発

信しました。 

Ａ 常に最新の情報が発信

できるよう、ホームペ

ージの更新を行うとと

もに、図書館での日々

の取り組みなども発信

します。また、市公式

フェイスブックやデジ

タルサイネージなどか

らも積極的に情報発信

をします。 
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 ② 図書館の所蔵資料

を活用した事業や専門

職員の経験を生かした

事業を実施します。 

事業計画における２９

事業のうち、絵本講座

をはじめとした１２事

業につきましては、計

画どおり実施いたしま

した。また、新型コロ

ナウイルス感染拡大の

影響等により、ブック

スタート事業をはじめ

とした４事業を部分的

に実施し、雑誌・図書

のリサイクルフェアな

ど１２事業が中止とな

りました。 

Ｃ おはなし会、絵本講

座、夏季休業期間に幼

児や小中学生を対象と

した講座、れきおんミ

ニコンサートなど、幅

広い年代を対象に事業

を実施し、新型コロナ

ウイルス感染対策を検

討しつつ、利用の拡大

及び読書活動の推進に

努めます。 

③ ブックスタート事

業等の取り組みを通し

て乳児期からの読書推

進に努め、魅力ある図

書館づくりを進めま

す。 

乳幼児期からの読書推

進を図るため、乳児と

保護者に対し、乳児健

康診査時、絵本の読み

聞かせを行い、アドバ

イスブックやブックス

タートパックを配付す

る事業でしたが、新型

コロナウイルス感染拡

大の影響により、一部

の対象者については、

アドバイスブックやブ

ックスタートパックの

手渡しのみの対応、郵

送での送付対応としま

した。 

Ｃ 生後６ヶ月児と保護者

を対象に、ブックスタ

ート事業を実施しま

す。会場を図書館にす

ることで、幼いころか

ら読書に親しむ機会の

提供をします。新型コ

ロナウイルス感染拡大

の終息が見込まれた場

合、ボランティアの育

成・導入をします。 
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４ 公民館活動の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)市民一人ひ

とりの要望と社

会の要請に対応

した事業の展開 

① 子どもから高齢者

まであらゆる世代の自

主的な学習活動を支援

します。 

感染症拡大予防のた

め、親子活動、高齢者

対象事業をはじめ、開

催できない事業があり

ました。感染予防のた

め臨時休館中に、幼児

の親子向け動画を作成

してリモート事業を開

始したほか、地域の状

況や感染予防に努めな

がらできる事業を全公

民館で 9 月から開始し

ました。 

Ｃ 団体の育成・活性化を

図り、地域参加の促進と

利用者層の拡充につな

げるため、サークル等と

の連携や共催事業に取

り組みます。あらゆる年

齢層の学習機会の提供

や定年後の生きがいづ

くり、地域活動への参

画、郷土意識の涵養等

を目的に、引き続き市

民のニーズや地域の実

状に応じた各種事業の

充実を図ります。 

② 高度で多様化した

市民の学習要求に応え

るための各種学級・講

座を実施します。 

感染症拡大予防に努め

ながら、市民のいきが

いづくりや市民の多様

なニーズに応えるた

め、日常生活の課題に

基づくさまざまな教

室・講座等を全公民館

で実施しました。さら

に、公民館事業を停滞

させないために、リモ

ート事業に取り組みま

した。 

Ｃ 

 

多様な学習ニーズや地

域の実情に応じた各種

講座・教室等を開催

し、人材の発掘と地域

活動への参画につなげ

ていきます。今後も市

民の生きがいづくりや

高度で多様化した市民

の学習要求に応えると

ともに、学びをとおし

て参加者どうしのつな

がりを構築し地域活動

を創出する機運を高め

ます。 
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 ③ 市民一人ひとりの

暮らしを豊かにしてい

くため、生活課題・地

域課題に向き合った学

習機会を提供し、さら

にその成果を地域社会

に活かすことができる

仕組みづくりに取り組

みます。 

感染予防に努めなが

ら、地域課題の解決に

繋げるため「防災」を

テーマとした講座を全

公民館で実施したほ

か、「健康」、「定年

後の居場所づくり」な

どの学習機会を提供す

ることができました。 

Ｃ まちづくり協議会や関

係機関等と連携しなが

ら、地域課題をテーマ

にした多様な学習機会

を提供し、その成果を

地域づくりに活かし、

引き続き地域の防災や

高齢者福祉をテーマと

した学級講座を実施す

るとともに、 健康、

ふるさと学習、ボラン

ティアの育成など地域

課題をテーマに、地域

づくりを担う人づくり

に取り組みます。 

地域課題に取り組む事

業数 令和３年度目標

値 30 事業 

(2)家庭教育に

関する各種学習

機会の提供 

① 家庭教育の充実を

図るため、地域の小中

学校や保育園等の各種

関係機関との連携を進

めます。 

保育園、幼稚園や小中

学校、地域子育て支援

センター（ゆりかもめ

等）、生涯学習課や子

育て支援課、健康推進

課等と、コロナ禍のた

め、出来る中での連携

を図りながら、家庭教

育支援の充実に努めま

した。 

Ｃ 小中学校や保育園、各

種関係機関等と連携

し、地域の子育て・家

庭教育支援に取り組み

ます。 

 

② 子ども・子育てに

関する学習機会を提供

するとともに、親同士

のネットワークを広げ

るため、乳幼児期、児

童期、思春期の 各成

長段階に応じた家庭教

育学級や子育て講座を

地域の状況にあわせて

実施します。 

感染症拡大予防のた

め、乳幼児期の家庭教

育学級と保育活動はで

きませんでしたが、子

育てに関する不安や悩

みを解消するため、児

童期、思春期までの各

成長段階に応じた家庭

教育学級を全公民館で

実施し、親同士の交流

や繋がりを深めること

ができました。 

また、Zoomを活用し遠 

Ｃ 

 

地域の状況に応じた実

施方法について検討

し、子どもの発達段階

に応じて、家庭教育学

級や子育てに関する講

座等を開催します。 

家庭教育学級や子育て

支援事業の実施回数 

令和３年度目標値 260

回 
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  隔地から話し合いが出

来る取り組みを実施す

る等、新しい事業形態

となるリモート事業に

取り組みました。 

令和２年度目標値 440

回⇒実績 82 回 

  

③ 地域において乳幼

児と親が孤立しないた

め、気軽に集える場を

提供し、子育てを支援

します。 

感染症拡大予防のた

め、集う場を提供する

ことが出来ませんでし

た。その代替として年

中行事を軸に、童謡、

手遊び等を収録した

「スクスク動画」を木

更津市の YouTubeチャ

ンネルから視聴できる

よう月 1 回更新し、子

育て支援に努めまし

た。 

Ｃ 乳幼児期の子育ての悩

みや不安を解消し、地

域での仲間づくりを促す

ため、フリースペース等

親子の交流機会を提供

します。 

(3)地域ぐるみ

の青少年教育 

事業の展開 

① 未来を担う青少年

の健全な育成を図るた

め、サタデースクール

事業等の青少年教育事

業を実施します。 

感染症拡大予防のた

め、地区の状況に応じ

て、感染予防を講じて

出来る事業を実施しま

した。 

令和２年度目標値 360

回⇒実績 25 回 

－ 地域住民の協力のも

と、学校では経験でき

ない体験活動を中心と

したサタデースクール事

業を全館で取り組みま

す。 

青少年教育事業の実施

回数 令和３年度目標値 

180 回 
② 地域ぐるみの青少

年健全育成を促進する

ため、生き生き子ども

地域活動促進事業を支

援します。 

感染症拡大予防のた

め、通学合宿をはじめ

集う形の行事は実施出

来ませんでした。地区

住民会議によっては、

集まらない形の「生き

生き子ども地域活動促

進事業」に取り組み、

地域ぐるみの青少年健

全育成を推進しまし

た。 

Ｃ 地元の多様な人材・資

源を発掘して活用し、

地区住民会議主催によ

る「生き生き子ども地

域活動促進事業」を支

援します。 
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 ③ 効果的な事業の推

進を図るため、地区住

民会議など、地域や学

校、各種関係機関との

連携・協働を進めま

す。 

効果的な事業の推進を

図るため、小中学校や

各種団体等、地域との

連携･協働を図りなが

らサタデースクール事

業や地区住民会議主催

の事業等、感染予防に

努めて出来る事業につ

いて取り組みを行いま

した。 

Ｃ 地域の特徴を活かした

取組を小中学校、各種

団体、関係機関、ボラン

ティア等と協働で進めま

す。 

(4)高齢者の 

学習機会の提供

と社会参加の 

促進 

① 高齢者の生きがい

や健康づくりを促進す

るため、高齢者教室を

実施します。 

感染症拡大予防のた

め、高齢者対象事業を

開催することが出来ま

せんでした。なお、学

級生へおたよりを郵送

するなどの工夫をした

高齢者教室もありまし

た。 

令和２年度目標値 20

事業⇒実績０事業 

― 元気な高齢者が地域で

活躍できるよう人材育

成を図り、男性の参加

促進に向けて、引き続

き全公民館で高齢者教

室を実施します。 

高齢教室の令和３年度

目標値 15 事業 

② 豊かで活力のある

長寿社会の実現のた

め、高齢者の持つ豊富

な知識や経験を活かし

た多世代交流の機会を

創出するとともに、社

会参加を促進します。 

感染症拡大予防のた

め、高齢者対象事業を

開催することが出来ま

せんでした。 

－ 高齢者の地域貢献・社

会参加の機会を提供し、

地域に貢献できる人材

の発掘・育成に努めま

す。公民館活動や長年

の人生経験の中で培っ

た経験・知識等を今後

も青少年事業や地域活

動等に活かすための機

会を積極的に提供し、

高齢者の社会参加を促

進します。 

(5)市民ととも

に歩む公民館 

活動の推進 

① 民意を反映した公

民館運営の推進を図る

ため、各種事業の企画

実施について調査・審

議する公民館運営審議

会を開催します。 

コロナ禍のため書面、

対面、リモート等感染

状況に応じて、会議形

態を変えながら定例会

を開催し、委員から公

民館運営について意見

や理解をいただくこと

が出来ました。さらに

答申検討委員会の中で

審議を重ね、公民館運 

Ａ 任期が交代となった公

民館運営審議会を定期

的に開催し、令和２年度

に示された答申を尊重し

ながら、令和３年度事業

の企画・実施について審

議します。引き続き公

民館運営審議会を通し

て、公民館が今後重点

的に取り組むべき課題 



- 32 - 
 

  営審議会から館長へ

「これからの地域に

おける公民館の役割

について」答申をい

ただきましたので、

今後民意を反映した公

民館運営を推進してい

きます。 

 や事業、公民館に求め

られる役割等について

市民の率直な意見を求

め、今後の公民館運営

に反映していきます。 

② 地域住民の自主的

な社会教育活動を推進

するため、市民参画に

よる事業を進めます。 

感染予防に努めなが

ら、地域住民の自主的

な社会教育活動を推進

するため、事業の企画

にあたり、住民による

準備会を開催し市民参

画する機会を図りまし

た。地域主体で実行委

員会形式により実施す

る地区文化祭は、感染

対策のため、事業を実

施することが出来ませ

んでした。 

地域課題に取り組む事

業数令和２年度目標値

25事業⇒実績15事業 

Ｃ 

 

利用者や地域住民によ

る企画準備会を開催

し、地域課題の把握や

課題解決に向けて主体

的に行動できる人材の

育成をめざした取り組

みを行うとともに、引

き続き全公民館で地域

主体の文化祭実行委員

会を組織し、地区住民

の交流と文化活動の振

興に寄与するため取り

組みます。 

地域課題に取り組む事

業数 令和３年度目標値

30 事業 
③ 地域の絆づくりと

新たなコミュニティ形

成を図るため、地域住

民や各種関係機関との

協力支援体制を構築し

ます。 

感染拡大予防に努めな

がら、地区住民会議の

事務局として、地域の

関係機関や団体、制度

ボランティア相互の情

報交換・連携に努めま

した。また、地域課題

解決に向けたに取組と

して、中央、清見台・

太田、東清川の３地区

では新たにまちづくり

協議会を立ち上げると

ともに、すでに活動中

のまちづくり協議会に

ついては、取り組みに

対して支援を行いまし

た。 

Ａ 引き続き地区住民会議 

の事務局として地域の 

連携を一層深めなが 

ら、地域が一体となっ 

た世代間交流事業に取 

り組みます。また、地

域住民や関係機関等と

協議や連携しながら、防

災・減災、認知症予防、

コミュニティカフェなど、

地域課題の解決に向け

た取組を行います。 

地域課題解決に向けた

取組 令和３年度目標

値 10 事業 

「まちづくり協議会」

の取り組みについて、

事務局として支援して 
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    行くとともに、新たな

まちづくり協議会の設

立に向けて機運の高ま

っている地区があるた

め 、主管する市民活

動支援課と連携しなが

ら、支援を行います。 
さらに、避難所ごとの

避難所運営マニュアル

作成については、引き

続き地域への働きかけ

をおこないます。 

④ 地域自治の拠点と

して、行政と地域をつ

なぐ役割を担い、まち

づくり協議会の支援に

取り組みます。 

コロナ禍ではありまし

たが、新たなまちづく

り協議会が３地区で設

立されました。さらに

まちづくりの担い手と

なる市民の自主的な社

会教育活動を支援する

ため、各公民館利用者

懇談会やサークル連絡

協議会を通してサーク

ルの育成を図るととも

に、区長会や地区社会

福祉協議会など、地域

活動を担う諸団体に対

して会場の提供等、求

めに応じて協力・支援

を行いました。 

Ｂ 引き続き利用者懇談会 

の開催やサークル連絡 

協議会等の活動支援を 

行うとともに、新規サ 

ークルの育成や利用者 

の増大に努めます。 

また、市民活動支援課

と連携し、事務局として

まちづくり協議会の運

営・活動を支援するとと

もに、未設置地区の早

期設立を進めます。 

新たなまちづくり協議会

の設置数 令和３年度目

標値４地区 

⑤ 人がつながり支え

合う持続可能な地域づ

くりのため、青年から

中年層の地域社会の参

加を図ります。 

感染予防に努めて9月

から事業を開始しまし

た。青年のスタッフと

知的障がい者の交流を

図るポランの広場をは

じめ、Zoomを活用した

リモート事業に取り組

み、サークル体験を実

施して青年から中年層

に公民館活動を紹介し

参加を促しました。  

Ｃ 

 

今後もあらゆる手立て

を用い、地域活動を支

えていく青年から中年

層の掘り起こしを図っ

ていきます。 
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５ 社会教育施設の整備 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1) 社会教育施

設の適正な保

全・整備 

① 快適に学習できる

環境を維持するため、

建物や設備の不具合を

補修するほか、備品の

管理に努めるなど、適

正な維持・保全及び整

備に努めます。 

快適に学習できる環境

を維持するため、社会

教育施設の改修工事を

実施したほか、日常的

に発生する建物や設備

の不具合を公民館で１

１６件、博物館で１２

件、図書館で４件、ま

なび支援センターで８

件、適宜補修しまし

た。公民館は、日常的

に発生する建物や設備

の不具合について、迅

速に対処を行い公民館

運営に滞りがないよう

務めました。 

Ａ 今後も引き続き、日常

的に発生する建物や設

備の不具合を補修し、

適正な維持保全及び整

備に努めます。加え

て、避難所に指定され

ている公民館の老朽化

による建物や設備の不

具合について、計画ｔ

来な改修工事を検討し

ます。 
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＜Ⅴ＞ スポーツ・レクリエーションの振興 

 
児童生徒をはじめ、広く市民が気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみながら健

康の保持・増進や体力の向上を図り、市民相互の交流を促進できるよう、スポーツ・レク

リエーション活動の機会の拡充及びスポーツ施設等の活用促進を図ります。 
 
～ スポーツ・レクリエーションの振興 ～ 

 

１ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)スポーツ大

会の誘致促進 

① 児童生徒がスポー

ツに親しめるよう、学

校教育現場における各

種スポーツ大会の市内

誘致に取り組みます。 

感染症の影響により、

ほぼ全てのスポーツ大

会は中止となりまし

た。 

― 今後も江川総合運動場

を有効に活用すべく、

大会の誘致に努めてい

きます。 

(2)学校体育施

設の放課後開放 

① 市民に広くスポー

ツの機会を提供するた

め、各学校において学

校体育施設の使用状況

を調査した上で、開放

日の拡大等に取り組み

ます。 

感染症の影響により、

開放日の拡大に取り組

むことは出来ませんで

した。 

― 学校体育施設の開放

は、市民の日常的な運

動やスポーツ意識を高

めるとともに、地域に

おける身近なスポーツ

活動の場であることか

ら、感染症の状態を見

たうえで、学校と調整

しながら、拡大等に取

り組みます。 
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＜Ⅵ＞ 市民文化の充実 
市民がふるさとの歴史や文化に誇りと愛着を持つために、地域の芸術文化を育む環境づくり

を図りながら多彩な芸術文化活動の高揚をめざします。また､歴史的な文化遺産と豊かな自然を

後世に伝えていくため、埋蔵文化財、古文書、民具、伝統行事などを保存し、継承するととも

に、自然の保護や記録に努めます。 

 

〜 市民文化の充実 〜 

 

１ 芸術文化活動の推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)芸術文化 

活動の充実 

① 市内小中学校で音

楽鑑賞教室（交響楽鑑

賞、邦楽鑑賞、吹奏楽

鑑賞）を行い、児童生

徒の芸術文化に触れる

機会を充実させます。 

感染症の影響で、全て

の音楽鑑賞教室を中止

しましたが、千葉県警

察音楽隊から演奏ＤＶ

Ｄの寄贈を受け、希望

する小中学校へ貸し出

しました。 

Ｃ 感染症対策を講じなが

ら、音楽鑑賞教室を開

催します。また千葉県

警察音楽隊演奏ＤＶＤ

の貸し出しを行い、芸

術文化に触れる機会の

拡充を図ります。 

② 芸術に親しむまち

づくりを推進するた

め、プロの芸術家等に

よるコンサートや美術

展鑑賞会を開催しま

す。また、子どもの居

場所づくりとアートに

触れ合う機会を提供

し、中心市街地の活性

化に寄与するため、ミ

ニアートコーナーの設

置に努めます。 

感染症の影響で、コン

サート、美術展覧会を

中止しました。木更津

駅周辺の中心市街地の

活性化と、アートへの

興味・関心、発想力、

想像力を高める力を育

むためミニアートコー

ナーを開催しました。 

Ｃ 感染症対策を講じなが

ら、コンサートや美術

展覧会を開催します。

「木更津にアートの種

をまこう」を基本的な

考え方とし、アート作

品の製作体験イベント

を前年度より拡大して

開催します。 

③ 収蔵作品の適正な

保存、管理及び活用に

努めます。 

美術・工芸品等の収蔵

作品を損害保険に加入

して適性に保存・管理

に努めました。新たに

書・絵画の寄贈を受

け、金田地域交流セン

ター、駅前庁舎等に展

示し、公開に努めまし

た。 

Ｃ 収蔵作品を適正に保

存・管理し、博物館を

含め美術・工芸品等を

展示して活用に努めま

す。また、庁内施設に

展示する美術品を、Ｓ

ＮＳを活用して周知し

ます。 

(2)芸術文化 

団体への支援 

① 各種芸術文化団体

の自主的な活動を支援

するため、情報提供や

助言するとともに、市

各種芸術文化団体へ情

報の提供や助言、指導

するとともに、４団体

が実施する事業に補助

Ｃ 各種芸術文化団体が実

施する自主的な事業に

補助金を交付して、活

動を支援します。各種
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内の芸術文化団体が実

施する事業へ補助金を

交付します。さらに市

外の対象施設を利用す

る場合に使用料の一部

を補助します。 

金を交付し事業の支援

を図りました。市民会

館市外利用等補助金

は、感染症の影響によ

るイベント中止のた

め、交付件数は前年度

より減少しました。 

団体との協同事業を推

進するため、情報の提

供や助言、指導、企画

について協議する機会

の拡充を図ります。市

民会館市外利用等補助

金について更なる周知

を行い、市民の文化・

芸術活動の維持・振興

を図ります。 

 

２ ふるさと文化の継承 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)文化財保護

対策の推進 

① 市内に所在する有

形・無形の文化財、史

跡、天然記念物の保護

を図るため、文化財の

指定・活用・周知に努

めます。 

 

「庚申塚 9号墳出土方

頭大刀」、「宮脇遺跡

出土奈良三彩小壺」を

市指定文化財に指定

し、市情報動画番組等

で紹介しました。また

「千葉県金鈴塚古墳出

土品」が重要文化財に

再指定されました。一

部損壊した金鈴塚古墳

石室羨道部に、仮設の

崩落防止ネットを設置

しました。 

Ｂ 歴史、文化、自然の保

存、活用に重きを置い

た周知に努めます。ま

た、新たな市指定文化

財候補の選定と調査研

究を継続します。金鈴

塚古墳の保護・管理の

ための補修工事を市、

県の文化財保護審議

会、県文化財課の助言

を受けながら実施しま

す。 

② 市内の文化財を保

存し、伝承する団体を

支援するため、求めに

応じた指導・助言とと

もに補助金を交付しま

す。 

指定文化財を保存・継

承・管理する中島区文

化財保存会などが実施

する事業に、団体の求

めに応じた助言・指導

をするとともに、補助

金を交付して活動の支

援を実施しました。  

Ｂ 指定文化財等管理団体

の求めに応じ、助言・

指導を実施し、団体が

実施する事業に補助金

を交付して活動を支援

します。  

(2)埋蔵文化財

保護対策の推

進 

① 埋蔵文化財保護の

ため、開発事業に対応

した調整を図り、必要

な発掘調査や整理作業

を実施し、調査報告書

を刊行して記録保存に

努めます。 

 

代畑遺跡ほかの発掘調

査を 17件（試掘含）

実施しました。通常の

発掘調査が困難な事業 

に対しては、工事立会

35 件を行いました。  

Ｂ 埋蔵文化財保護と開発

事業推進を両立させる

ため、周知の埋蔵文化

財包蔵地等における開  

発事業に対応した調整

を迅速かつ円滑に図り

引き続き必要な発掘調

査等を実施します。 
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 ② 発掘調査で出土し

た資料を博物館の展示

に活用し、また適正に

管理するよう努めま

す。 

調査報告書等を５冊刊

行し、広く情報を発信

しました。 

Ｂ 発掘調査で出土した資

料の記録保存や利活用

の機会の充実を図るた

め、埋蔵文化財の整理

作業を実施し、調査報

告書等を随時刊行しま

す。  

(3)木更津市史

編さん・刊行 

① 本市の歴史や文

化、また豊かな自然へ

の関心を高めるため、

新たな「木更津市史」

を編さん・刊行し、調

査・研究成果を活用し

た学習活動の支援や公

開講座の実施に努めま

す。 

感染症の影響で、公開

講座を中止したほか、

聞き取り調査や博物館

等施設での調査を制限

し、そのため市史本編

の『民俗調査報告書』

1 の刊行を中止しまし

た。県補助金や財団法

人の助成を受け、木更

津市史デジタルアーカ

イブ公開事業を行いま

した。刊行物は「木更

津市史研究」第４号、

「木更津市史編さんだ

より」第５号及び号外

を刊行しました。 

Ｃ 感染症対策を講じなが

ら、調査や公開講座を

実施します。県補助金

や財団法人の助成を受

け、木更津市史デジタ

ルアーカイブ公開事業

を行います。「木更津

市史研究」等の定期刊

行物を発行します。 

② 「木更津市史」を

編さんするため、木更

津市史編集部会による

調査・研究を継続して

行うとともに「（仮

称）木更津市史編さん

室」の設置に向けた検

討を進めます。 

感染症の影響で、聞き

取り調査や博物館等施

設での調査を制限しま

した。市民協働による

市史編さんを図るた

め、市史調査協力員

（ボランティア）の協

力を求めながら、巨樹

等の分布調査や古文書

の翻刻作業を行いまし

た。健康こども部健康

推進課所管の旧木更津

市保健相談センターの

一室を使用して資料の

保管並びに調査作業を

行いました。 

Ｃ 

 

市民協働による市史編

さんを図るため、市史

編集部会と市史調査協

力員による調査・研究

を感染症対策を講じな

がら行います。編さん

室設置については、旧

木更津市保健相談セン

ターの一室を使用しな

がら、改めて利用可能

な施設を調査します。 
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(4)博物館事業

の充実 

① 教育普及・展示・

保管管理・調査研究等

の各業務を見直し、市

民との協働により博物

館事業の推進を図りま

す。また、常設展示の

新構築を検討し、ふる

さと文化を目に見える

形で示すことで次世代

への継承を図ります。 

感染症拡大防止対策の

ため協働事業の推進は

できなかったが、常設

展示の再構築について

検討することができま

した。 

Ｃ 今後も常設展示の再構

築を進め、令和３年夏

の常設展示再開を目指

します。 

(5)金鈴塚古墳

出土品の調査 

研究の推進 

① 教育普及や展示リ

ニューアル事業等によ

り、重要文化財上総木

更津金鈴塚古墳出土品

の調査成果の活用を図

ります。 

小学生向け周知用資料

を配布した他、令和元

年度開催の公開シンポ

ジウム記録集を刊行、

頒布しましたが、感染

症の影響で公開講座は

中止しました。金のす

ずでは、再整理報告書

の普及版の原稿執筆を

実施しました。 

Ｃ 周知用資料の内容の改

訂を行い配布します。

また公開シンポジウム

記録集を頒布します。

金のすずでは、令和３

年夏の開館に向け展示

の構築や普及版の刊行

を実施します。 

(6)郷土に関す

る調査研究の 

推進と博物館

事業の充実 

① 郷土の歴史・民俗

等に関する調査研究を

推進することで、その

成果を展示や教育普及

事業等への活用を図り

ます。 

金のすずでは出前講座

を 11 回、小学３年生

を対象とした昔の暮ら

し体験学習として市内

外６校の受け入れを実

施しました。 

Ｃ 新学習指導要領の変化

に合わせた昔の暮らし

体験学習を実施しま

す。 

 

３ 文化施設・郷土博物館金のすずの整備 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

（１）文化施

設・郷土博物

館金のすずの

整備 

① 市民文化の発展に

資するため、新たな中

規模ホールの活用方法

の検討を進めます。 

平成３０年度に策定し

た基本構想及び令和元

年度に策定した基本計

画に基づき、他の公共

施設等との複合化につ

いて検討を行いまし

た。 

Ｂ 基本構想及び基本計画

を踏まえ、引き続き他

の公共施設等との複合

化、整備時期、財源等

についての検討、調整

を行います。 
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 ② 埋蔵文化財を適正

に管理するため、公共

施設再配置計画の中で

施設の整備に努めま

す。 

潮見資料庫のほか、旧

大久保団地汚水処理場

の一部を使用して管理

しましたが、一時的な

措置であり、スペース

の拡充や他の施設での

管理を考える必要があ

ります。 

Ｃ 引き続き、埋蔵文化財

を適正に管理するた

め、公共施設再配置計

画の中で施設の整備に

努めます。また既存施

設での合理的な収納方

法を検討し、スペース

の確保を目指します。 

 ③ 利用者が快適に利

用できる環境管理と博

物館資料等の適切な保

管管理を図るため、空

調設備改修を行いま

す。 

木更津市郷土博物館金

のすずについて、空調

改修工事を実施しまし

た。 

Ｂ 新しい空調設備と躯体

との相性を早期に理解

し、適切な運用に努め

ます。 
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＜Ⅶ＞ 人権擁護の推進 

 

社会状況の変化とともに発生しているさまざまな差別意識を解消し、相互に基本的人権を尊

重し、すべての人が自分らしい生き方のできる社会を実現するために、学校教育・社会教育に

おける新たな人権教育の充実を図ります。 

 

〜 人権擁護の推進 〜 

 

１ 人権意識の高揚 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)人権教育 

研修会の開催 

① 差別のない人権が

尊重される社会の実現

のため、人権の理念を

普及し、その理解を深

めるための研修を行い

ます。 

人権教育研修会を学校

教育・社会教育関係者

等を対象に「暮らしの

中の子どもの人権」を

テーマにオンライン

（Zooｍ）で開催しま

した。児童虐待の現状

と予防のための支援の

あり方について学び 24

名が参加しました。 

Ｂ 学校教育・社会教育関

係者等を対象に、身近

な人権問題をテーマに

研修会を開催します。 

(2)人権啓発 

活動の実施 

① 人権問題に対する

市民の理解を深め、人

権に対する意識を高め

るため、啓発活動を推

進します。 

さまざまな人権侵害な

ど、人権問題に対する

市民の理解を深め、人

権意識を高めるため、

チラシの配布等の啓発

活動を行いました。 

Ｂ 人権問題に対する市民

の理解を深め、人権に

対する意識を高めるた

め、啓発活動を推進し

ます。 
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